
広 報 か ざ ま う ら 平成 年 月号

国
民
年
金
、
厚
生
年
金
保

険
お
よ
び
共
済
組
合
な
ど
か

ら
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
等

に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
上

雑
所
得

と
み
な
さ
れ
、

所
得
税
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
国
民
年
金
法
等
に

お
い
て
、
障
害
も
し
く
は
死

亡
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金

に
つ
い
て
は
課
税
し
な
い
こ

と
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
老

齢
も
し
く
は
退
職
を
支
給
事

由
と
す
る
年
金
に
つ
い
て
の

み
課
税
さ
れ
ま
す
。

公
的
年
金
等
の
支
払
者

（
厚
生
労
働
省
・
各
共
済
組

合
）
は
、
所
得
税
が
老
齢
年

金
等
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
た

か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
老

齢
年
金
等
を
受
け
て
い
る

方
々
全
員
に

公
的
年
金
等

の
源
泉
徴
収
票
を
作
成
し
、

そ
の
年
の
翌
年
一
月
三
十
一

日
ま
で
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
厚
生
労
働
省

か
ら
委
託
さ
れ
た
日
本
年
金

機
構
で
は
、
国
民
年
金
、
厚

生
年
金
保
険
の
対
象
と
な
る

年
金
受
給
者
の
方
々
に
平
成

二
十
一
年
分
の
源
泉
徴
収
票
を
作
成
し
、

平
成
二
十
二
年
一
月
末
日
ま
で
に
届
く
よ

う
、
平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日
か
ら
順

次
送
付
さ
れ
ま
す
。

源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

は
、
そ
の
年
の
一
年
間
に
支
払
わ
れ
た
年

金
の
総
額
、
社
会
保
険
料
の
金
額
（
介
護

保
険
料
額
、
国
民
健
康
保
険
料
お
よ
び
長

寿
医
療
保
険
料
）、
源
泉
徴
収
税
額
お
よ

び
控
除
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
六
十
五
歳
未
満
で
年
金
の
支
払

額
が
一

八
万
円
に
満
た
な
い
方
と
、
六

十
五
歳
以
上
で
年
金
の
支
払
額
が
一
五
八

万
円
に
満
た
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
所
得

税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
。

二
つ
以
上
の
年
金
の
支
払
者
に
扶
養
親

族
等
申
告
書
を
提
出
し
て
い
る
方
や
、
年

金
以
外
に
給
与
等
の
所
得
が
あ
る
方
、
ま

た
は
公
的
年
金
等
の
雑
所
得
の
合
計
額
が

各
種
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
方
な

ど
は
、
確
定
申
告
（
平
成
二
十
二
年
二
月

十
六
日

三
月
十
五
日
ま
で
に
、
住
所
地

を
管
轄
す
る
税
務
署
で
受
付
）
を
行
う
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
源
泉
徴
収
票

は
、
そ
の
際
に
、
添
付
書
類
と
し
て
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

な
お
、
老
齢
年
金
等
か
ら
特
別
徴
収
さ

れ
て
い
な
い
介
護
保
険
料
な
ど
の
社
会
保

険
料
が
あ
る
場
合
は
、確
定
申
告
を
行
い
、

所
得
税
の
課
不
足
分
を
精
算
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

万
一
、
源
泉
徴
収
票
を
紛
失
さ
れ
た
場

合
や
未
着
の
場
合
等
に
は
、
日
本
年
金
機

構
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
ね
ん
き
ん
ダ
イ

ヤ
ル
）
に
お
い
て
源
泉
徴
収
票
の
再
交
付

の
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
電
話
番
号
】

五
七

五

一
一
六
五

電
話
・

か
ら
は
、

三

六
七

一
一
六
五
に
お
電
話
く
だ

さ
い
。

【
受
付
時
間
】

月

金
曜
日

八
時
三
十
分

十
七
時

十
五
分

た
だ
し
月
曜
日
（
月
曜
日
が
休
日
の
場

合
は
火
曜
日
）
は
十
九
時
ま
で
受
付
け
て

い
ま
す
。

第
二
土
曜
日

九
時
三
十
分

十
六
時

日
曜
と
第
二
を
除
く
土
曜
日
、
祝
日
は

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

ま
た
、
来
訪
に
よ
る
源
泉
徴
収
票
の
再

交
付
の
受
付
、
そ
の
他
の
年
金
相
談
に
つ

い
て
は
、
年
金
事
務
所
お
よ
び
年
金
相
談

セ
ン
タ
ー
で
受
付
け
て
い
ま
す
。
お
問
い

合
わ
せ
等
の
際
は
、
年
金
証
書
の
基
礎
年

金
番
号
・
年
金
コ
ー
ド
を
ご
用
意
く
だ
さ

い
。詳

し
く
は
、

日
本
年
金
機
構

む
つ
事
務
所
（
二
二

四
九
四
七
）

ま
た
は
役
場
村
民
生
活
課

福
祉
グ
ル
ー
プ（
三
五

三
一
一
一
）へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

傷害保険 賠償責任保険 共済見舞金）

スポーツ・文化・ボランティア活動などの団体活動に最適な保険です
名以上の団体でご加入ください

青森市安田近野 財団法人青森県体育協会内
（電話受付時間は平日午前 時 分から午後 時 分まで）

詳しくは、ホームページをご覧下さい。

対象となる事故 団体活動中の事故 往復中の事故（自動車事故による賠償責任は適用となりません）

保 険 期 間 平成 年 月 日午前 時 平成 年 月 日午後 時まで
平成 年 月 日以降に申込みを行った場合は、加入手続きを行った翌日午前 時 となります。

掛 金 人年額 円 円（団体の活動内容・年齢構成などによって異なります）

対象となる事故

保 険 期 間

掛 金


